
１．はじめに

幕末のある時期から石見銀山領の宗門改帳に家の成員に同居別株（同家別株）

という記述があることは、江面（１９６３）が忍原村について、山岡（１９７２）が宅野

村について指摘した。同居別株の制度は１８４４年頃に石見銀山領の村々で一斉に

政策的に開始されたものと見られ、宗門改帳の終了する１８７０（明治３）年まで

減少しながらも存在した。このような幕末に現れ、また衰退した歴史的な存在

である同居別株とは何か。これについて、江面（１９６３）は「形式的な小作株の

保持による脱農化防止策の一つ」としたのに対して、山岡（１９７２）は宅野村の

別株６例に基づき「別株というのは別のカマドという意味であって、江面氏が

貢租単位として把握されているのはその一面に過ぎず、より広義な意味で家族

法的に把握するのが自然である」「別株は小作株に限らず、...本百姓株も存在す

る」と指摘した。同居別株は家族法的制度としてとらえるべきものというこの

指摘に、別株の本質は尽くされていると思われるが、家制度に関連する宗教、

寺檀制度との関わりは言及されていない。本稿は、この点を含めて、幕末にお

ける家制度がどのように展開したかを考察するため、別株の発生・消滅過程を

別府村、忍原村について簡単に見た上で、熊谷家文書の宗門改帳の６３村６４７０軒

の家に記載された別株２０４例について統計的に分析して、別株が家族の持つ社会

経済的機能とにどのように関わっていたかを検討し、その本質を考察するもの
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である。

なお、同居別株は、実際にはあとで見るように様々な記載表現があるが、もっ

とも代表的といえるこの用語で代表させる。

２．同居別株の開始と終焉

石見銀山領の宗門改帳が伝存している村について同居別株の記載年次を検討

すると、宅野村では１８３９年なし、１８５６年、１８６４年に記載が見られ、したがって、

１８３９年以後１８５６年以前のある時期からとされている（山岡１９７２）。今浦村の宗門

改帳（島根大学付属図書館、２００７年収蔵）は最新年次のものは１８４１年で、それ以

前には別株は存在しないので、１８４２年以後のある時期からであることがわかる。

島根大学付属図書館の坂根家文書の別府村宗門改帳は最古が１８４８年で、ここに

すでに別株があり、１８４８年以前のある時期からである。同坂根家文書の忍原村

の宗門改帳では１８４３年以前に同居別株はなく、記載開始は１８４４年からである。

以上の例から、同居別株の宗門改帳への記載が認められたのは、石見銀山領

においては１８４４年からであると推測できる。

石見銀山領において、別株の展開過程を把握把握するために連続した年次の

宗門改帳が利用可能な村は極めて限定されているが、ここでは忍原村と別府村

について検討する。

坂根家文書の忍原村の宗門改帳における「同家別株」、「別株」の記載は、表

１のように、１８４４年からで、同年６人が現れ、１８５０年の１７人まで増えていくが、

以後１８６５年の１２人まで減少していく１）。なお、ここでは戸主との続柄が「同家別

株」（うち３件は別株とのみ記載）であるものを個人単位で数える。同じ家の中

で複数存在する場合、別株個人の消長は異なるからである。１８５０年の１７人は忍

原村人口の４．４％にあたる。一方、戸主との続柄のうち、下男、下女の記載人数

は、１８１８年の７人から別株の出現する１８４４年に掛けて急速に減少し、ほぼ消滅し

ており、別株の出現が下男・下女の消滅と関わっていることが推定される。実

際、下男から別株に変化した個人も存在する。各家の平均成員数は、１８４０年代
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から１８５０年代に掛けて次第に増加し、４．０人前後に達した。これはこの村で別株

が維持されていることと並行した現象と見られる。

一方、坂根家文書の別府村には１８４８（弘化５）年から１８７０（明治３）年、２３年

間（うち３年欠）の宗門改帳があり、これによれば、別府村の家数は１８４８年の

６０軒から１８６４年の７１軒まで上昇し、以後減少し、１８７０年に６４軒に戻っている。別

府村の別株は、忍原村と同様に「同家別株」または「別株」のみ記載されてい

る。別株は２１の家に記載され、うち６つの家では２回の別株が生じた。

表１ 忍原村の家数，人口，別株数の推移

年次 家数 人口 別株（人） 下男・下女 別株割合 平均家成員
１８１８ １００ ３９８ ０ ７ ３．９８
１８３３＊ ８５ ２９８ ０ ３ ３．５１
１８３４ １１２ ３９１ ０ ６ ３．４９
１８３５＊ ８７ ２９３ ０ ４ ３．３７
１８３６ １１１ ３９１ ０ ５ ３．５２
１８３７＊ ８４ ２８５ ０ ３ ３．３９
１８３８ １０４ ３５０ ０ ３ ３．３７
１８３９ １０３ ３５３ ０ ６ ３．４３
１８４０ １０５ ３３３ ０ ４ ３．１７
１８４１ １０４ ３５６ ０ ３ ３．４２
１８４３ １０３ ３４９ ０ ６ ３．３９
１８４４ １０４ ３５０ ６ ３ １．７ ３．３７
１８４５ １０３ ３６０ ６ ２ １．７ ３．５０
１８４６＊ ７７ ２７７ １０ １ ３．６ ３．６０
１８４７ １０１ ３５７ １０ ０ ２．８ ３．５３
１８４８ ９８ ３６３ １５ ０ ４．１ ３．７０
１８５０ ９９ ３８５ １７ ０ ４．４ ３．８９
１８５１ ９７ ３６５ １６ ０ ４．４ ３．７６
１８５２ ９４ ３６０ １５ １ ４．２ ３．８３
１８５３ ９６ ３６０ １４ １ ３．９ ３．７５
１８５４ ９６ ３６５ １３ １ ３．６ ３．８０
１８５６ ９４ ３７９ １６ １ ４．２ ４．０３
１８６０ ９６ ３９２ １３ １ ３．３ ４．０８
１８６１ ９７ ３８１ １３ １ ３．４ ３．９３
１８６３ ９８ ３７０ １２ １ ３．２ ３．７８
１８６５ １０１ ３９７ １２ １ ３．０ ３．９３
総数 ２５４９ ９２５８ １８８ ６４ ３．６３

＊の年次は宗門改帳に欠落があり，全村ではない。
別株割合（％）は別株数の人口に占める割合。
平均家成員（人）は家の平均成員数。
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別府村の別株の数は、表２のようにすでに１８４８年に１５人存在し、以後次第に

減少しながら、宗門改帳の最終年次である１８７０年に２人減少した。１８４８年の１５人

の別株は、村人口２２７人の６．６％であるが、１８７０年には１．０％へと減少した。この

間、家あたりの成員数は３．７８人から３．１３人まで減少しており、家の細分化が平均

成員数と別株数の減少に表れているといえるだろ。

以上２村の別株の経過から、家成員の大きさと別株の存在とが並行したとい

えるが、別株という制度が家の規模を維持することに役立ったといえるかどう

かは結論づけられない。逆方向の因果関係も考えられるからである。

表２ 別府村の家数，人口，別株数の推移

年 次 家数 人口 別株（人）前年差 増加 減少 別株割合 平均家成員
１８４８ 弘化 ５ ６０ ２２７ １５ － － － ６．６ ３．７８
１８４９ 嘉永 ２ ６３ ２２９ １５ ０ ２ －２ ６．６ ３．６３
１８５０ ３ ６３ ２２９ ９ －６ ０ －６ ３．９ ３．６３
１８５１ ４ － － － － － － －
１８５２ ５ ６１ ２３０ １２ ３ ３ ０ ５．２ ３．７７
１８５３ ６ ６０ ２１８ １５ ３ ４ －１ ６．９ ３．６３
１８５４ ７ ６０ ２０９ １２ －３ １ －４ ５．７ ３．４８
１８５５ 安政 ２ － － － － － － －
１８５６ ３ ６０ ２０８ － － － － － ３．４７
１８５７ ４ ６３ ２１２ １１ －１ ２ －３ ５．２ ３．３７
１８５８ ５ ６６ ２２１ ９ －２ ０ －２ ４．１ ３．３５
１８５９ ６ ６６ ２２２ ８ －１ １ －２ ３．６ ３．３６
１８６０ ７ ６６ ２３２ ７ －１ ０ －１ ３．０ ３．５２
１８６１ 万延 ２ ６９ ２３４ ８ １ ２ －１ ３．４ ３．３９
１８６２ 文久 ２ ７０ ２３３ ７ －１ ２ －３ ３．０ ３．３３
１８６３ ３ ７０ ２２３ ６ －１ ０ －１ ２．７ ３．１９
１８６４ ４ ７１ ２２９ ５ －１ ０ －１ ２．２ ３．２３
１８６５ 元治 ２ ６９ ２２４ ５ ０ ０ ０ ２．２ ３．２５
１８６６ 慶応 ２ ６９ ２１７ ５ ０ ０ ０ ２．３ ３．１４
１８６７ ３ ７０ ２２０ ４ －１ ０ －１ １．８ ３．１４
１８６８ ４ ６９ ２１８ ３ －１ １ －２ １．４ ３．１６
１８６９ 明治 ２ ６８ ２１５ ２ －１ ０ －１ ０．９ ３．１６
１８７０ ３ ６４ ２００ ２ ０ ０ ０ １．０ ３．１３
総 数 １８ －３１

別株割合（％）は別株が人口に占める割合。
平均成員（人）は家の平均家成員数。
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３．同居別株の属性

この節では、熊谷家文書に含まれる一時点（１８６３、または一部１８６４年）の６３村

の宗門改帳２）を用いて、各別株の持つ属性の特徴を明らかにする。これにより、

別株がどのような目的で設定され、どのような機能を果たしたのか、別株の発

生は、寺院側の信徒確保、宗派間の結婚への障壁、妻の財産権などの妻の地位

と関係があるかなどを考察する。

本節では、一時点での観察であり、時間的な変化は生じず、別株各人の異な

る動きは存在しないので、前節とは異なり、一つの家の別株はまとめて１件と

数えることにする。

３．１ 定義と基本的性格

宗門改帳の記載単位は「家」と記載されているが、この家がどのような集団

であるのか、現代の世帯と同じと見なしてよいのかは不明である。各家の筆頭

者はこの宗門改帳では何も記載されていないが、ここでは戸主と呼ぶことにす

る。

さきの２節では「（同家）別株」の記載を手がかりにして分析したが、本節で

は、これを少し拡大し、以下のものを別株とした。すなわち、宗門改帳上のあ

る人に対して別株との記載があること、またはその記載はないがある成員に戸

主とは異なる寺（宗派）の檀那であること、あるいは持高が別に記載されてい

ることの２種である。すなわち、別株の記載がないものも別株とする。ただし、

下男、下女、厄介など非親族の世帯構成員で寺が異なるものは別株としない。

この定義によって別株は２０４件が見いだされた。うち３件は同一の家に２つの

異なる別株が存在するので、別株の存在する家数としては２０１件である（表３）。

これは全家数６，４７０軒のうちの３．１％にあたる。

別株２０４のうち上記の後者、すなわち別株としての記載がないものは３１件であ

る。このように別株であってもそのような記載がない場合があると考えたのは、

実際、忍原村の宗門改帳（坂根家文書）についてみると、連続している年次で、
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別株の記載が始まった１８４４年以

後のある年次に別株と記載され

たものがその前後にはその記載

がないことがあるからである。

別株との記載がなくて別株と

した３１件は、異なる持高が書か

れているもの１１件、別宗派別寺

１件、または同一宗派別寺１９件

が書かれているものからなる。

なお、逆に、異なる持高が書か

れている場合は別株と記載され

たものを含めて全部で１５件であ

るが、そのうち別株と明記され

ているのは、４件で、記載割合は３６％である（表１２）。別寺（別宗派含む）の場

合は全部で１４３件であるが、うち別株と記載されていないのは２０件、１４．０％に過

ぎない。別寺の場合には、別株と記載することがより重要だったと考えられる。

別株の記載表現は、表３のように、「別株」「同居（別株）（分株）」「家内（別

株）」「同家（別株）」「掛入（別株）」と複数あるが、「別株」５４件、「同居別株」

４２件の表現が最も多い。したがって、本稿ではこれらを代表して「同居別株」

または「別株」と書くことにする。

別株のある家が村の家数に占める割合（別株割合）は、表４のように村ごと

に相当違い、別株の存在する村（町）は４０で、存在する村の方が多いが、皆無

という村も２３ある。この別株割合とその村の平均世帯規模との関係をみると、

図１のように相関関係は見られない（相関係数－０．０７）。前節２．では、家成員の

大きさと別株の存在は並行していると考えられたが、ここでは、別株の存在と

村の平均世帯規模との関係は見られなかった。このことは、別株を設けるかど

うかが各村・町に任せられた結果と考えられる。

別株の記載方法として、同じ家の中に書かれている場合（同記）（史料１参照）

表３ 別株の記載表現と記載方法

総数 同記 別記
総数 ２０１ １２５ ７６
なし ３１ ３１ －
別株 ５４ ４８ ６
同居別株 ４２ １８ ２４
同居 １６ ６ １０
同居分株 ２ ０ ２
家内別株 ３３ １７ １６
家内 １ ０ １
同家別株 １４ １ １３
同家 １ １ ０
掛入別株 ３ １ ２
掛入 ２ ０ ２
別株厄介 ２ ２ ０

「なし」は、別株についての記載がないが、別の檀那寺
名や持高が書かれている場合で、別株に相当するとし
たもの。
同記は１軒の家の中に、別記は別の家として記載され
ているもの。
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表４ 村別の別株数および村家数に占める割合

郡 村番号 村名
別 株 平 均

別株数 家数 割 合 家 成
（％） 員（人）

計 ２０１ ６３７２ ３．２ ４．５
安濃 １ 山中 ９ ０．０ ４．８

２ 川合村一宮領 ４９ ０．０ ４．１
３ 太田北 ４ １９６ ２．０ ４．０

那賀 ４ 太田 ５４ ０．０ ６．３
５ 八神 ４ ７４ ５．４ ６．０
６ 上河戸 ６０ ０．０ ５．９
７ 下河戸 ５ ７９ ６．３ ５．２
８ 市 ３ １０５ ２．９ ５．５
９ 長良 ５ ８７ ５．７ ５．４
１０ 渡津 ６ ３８５ １．６ ５．５
１１ 黒松 １８ ２０３ ８．９ ５．０
１２ 後地 １０ ２８０ ３．６ ５．４
１３ 都治本郷 ９ １３３ ６．８ ５．４
１４ 上津井 ９０ ０．０ ４．５

邑智 １５ 畑田 １ ８９ １．１ ４．６
１６ 原 １ ７２ １．４ ４．４
１７ 八色石 ６２ ０．０ ４．２
１８ 谷住郷村入野組 ４ １１７ ３．４ ５．１
１９ 谷住郷村谷組 １ ８４ １．２ ４．２
２０ 谷住郷村住郷組 ４ ２７５ １．５ ５．２
２１ 祖式村上ヶ組・瀬戸組 ８ １２４ ６．５ ３．７
２２ 祖式村井ノ目組・市組 ９ １１５ ７．８ ３．７
２３ 馬野原 ４ ３１ １２．９ ４．０
２４ 湯谷村上組・下組 ５ １３１ ３．８ ３．８
２５ 川下村谷戸組 １ １７３ ０．６ ３．９
２６ 川下村鉄山内 ４ ０．０ ３．０
２７ 乙原 １２９ ０．０ ４．６
２８ 高畑 ２ ４３ ４．７ ４．０
２９ 吾郷 ６ １９１ ３．１ ３．８
３０ 奥山 ７２ ０．０ ４．２
３１ 小林 ３５ ０．０ ３．５
３２ 京覧原 ４６ ０．０ ４．０
３３ 大林 ２６ ０．０ ３．９
３４ 潮 １ ４８ ２．１ ４．８
３５ 長藤村源田山鍛次屋 ６ ０．０ ３．３
３６ 井戸谷村栃野木鑢 １０ ０．０ ４．６
３７ 井戸谷 ６７ ０．０ ４．３
３８ 片山 ２ ２５ ８．０ ４．４
３９ 熊見 ４ ３２ １２．５ ３．８
４０ 千原 ７５ ０．０ ４．０
４１ 久保 ５７ ０．０ ４．１
４２ 九日市 １２ １３７ ８．８ ４．５
４３ 村之郷 ４ ７５ ５．３ ４．２

邇摩 ４４ 上 １ ６８ １．５ ４．５
４５ 新屋 １１ １８１ ６．１ ４．０
４６ 大家本郷 ３ １８６ １．６ ４．３
４７ 荻原 ５９ ０．０ ３．１
４８ 行恒 ５５ ０．０ ３．３
４９ 松代 ５３ ０．０ ３．６
５０ 大屋 ２ ６８ ２．９ ４．８
５１ 鬼 １ ８２ １．２ ４．４
５２ 天河内 １０６ ０．０ ５．４
５３ 大国村尾波組 ２ ６４ ３．１ ４．７
５４ 大国村上ヶ組 １ １２６ ０．８ ５．１
５５ 大国 ４ ２１８ １．８ ５．１
５６ 忍原 １３ ９６ １３．５ ３．７
５７ 戸蔵 ３１ ０．０ ３．８
５８ 福原 ６９ ０．０ ４．４
５９ 三久須 ５ ７２ ６．９ ４．５
６０ 小浜 １１ ７１ １５．５ ３．６
６１ 大森 １１ １３０ ８．５ ３．６
６２ 白杯 ２ ８３ ２．４ ３．５
６３ 温泉津 １ ３９９ ０．３ ４．２

別株割合は別株数／家数。
別株のある村のうち、別株が「記載なし」のみである村は、１５畑田村（１件）と５０
大屋村（２件）、５４大国村上ヶ組（１件）である。
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１２７件と別の家として書かれている場合（別記）（史料２参照）７６件があり、前

者が６２．３％を占める。後者の場合は、「同居」「同家」などとされる家の戸主名

が必ず記載されている。その戸主を同じ村に見つけることができた場合、これ

らを連結して一つの家として扱うことができる（５８件）。しかし、１９件は戸主が

見つからない。その理由として、戸主が別宗派でその宗派の宗門改帳が欠落し

ている場合がある。なお、「別株」とのみ記載された場合は、ほとんど（４８／５４

＝８９％）が「同記」である。

一つの家の別株の人数は、１人に限らず複数の場合がある。表５のように、

平均１．６２人である。記載方法別に見ると、別記では５５件７２．３％が１人であるが、

同記では１人が５７件、４５．６％で、明らかに記載方法と関係があり、人数が少な

いとき別記、多いとき同記になる傾向が見られる。

また、別記の場合、別株を１つの家として連結しないと、小規模の家として

家数が別株数分だけ多く数えられる。同記の場合はこの問題はない。ただし、

別記の別株数自体が全家に占める割合（７６／６４７０＝１．２％）は大きくないので、全

家の平均規模への影響はほとんどないとみてよい。全家の平均規模は４．５３人で

あるが、別株のある家の平均規模は表６のように見かけ上、平均５．７７人と、当

図１ 村別の別株割合と平均家成員
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史料１ 同記の別株，一家に２つの別株 別株１２４九日市村
（史料中の算用数字は家番号、以下でも同じ）

（浄土真宗） 安右衛門借家

６６ 一同宗井戸谷村長徳寺旦那� 兼兵衛�
亥 五十三才

娘

同寺旦那� い そ�
廿三才

家内別株

長藤村照立寺旦那� 村 助�
三十四才

娘

同寺旦那� た の�
三才

家内別株

大森町西性寺旦那� さ た�
六十一才

〆五人内弐人男三人女

史料２ 別記の別株，一家に２つの別株 別株８８ 祖式村市組
（浄土真宗祖式村善正寺） しげの借家

４４ 一同宗 同村 同寺旦那� 勝 平�
同五十六才

妻

同寺旦那� つ や�
同五十一才

娘

同寺旦那� ま つ�
同十四才

忰

同寺旦那� 民 蔵�
同八才

〆四人内弐人男弐人女

（浄土真宗西田村瑞泉寺） 勝平家内別株

６６ 一同宗 同村 同寺旦那� み か�
同十六才

〆壱人女

（浄土真宗） 勝平家内別株

１０４ 一同宗祖式村浄土寺旦那 藤四郎�
同弐十七才

〆壱人男
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史料３ 同一寺・同記の別株 （別株（同家）の記載から記載欠落への変化）
別株１６市村

（１８６３年）
高三十石六斗壱升三合

９ 一浄土宗郷田村西暁寺旦那� 善兵衛�
当亥七十才

同家
持高拾八石五斗

同寺旦那� 山口嘉平次�
同三十八才

嫁
同寺旦那� き ち�

同三十二才
養子

同寺旦那� 久米三郎�
同三十三才

娘
同寺旦那� と ゑ�

同三十一才
孫

同寺旦那� し げ�
当亥十二才

（以下孫７人略）

〆拾参人内七人男
六人女

（帳尻の上申者の１人として書かれた山口嘉平次に頭百姓の肩書きあり）
（１８６４年）

高拾八石五斗
一浄土宗郷田村西暁寺旦那� 山口嘉平次�

子三十九才
女房

同寺旦那� き ち�
同三十三才

高三十石六斗壱升三合
同寺旦那� 父 善兵衛�

同七十一才
養子

同寺旦那� 久米三郎�
同三十四才

娘
同寺旦那� と ゑ�

同三十二才
孫

同寺旦那� し げ�
当子十三才

（以下孫７人略）

〆拾参人内七人男
六人女

（帳尻の上申者として書かれた山口嘉平次、善兵衛に頭百姓の肩書きあり。娘は妹、孫
は子の間違い。善兵衛に父とあり、嘉平次が伜と分かる）
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史料４ 同一寺・別記の別株（別株から借家へ独立）
（１８６３年）
（浄土真宗後地村光善寺） 持高弐斗八升家持
８ 一同宗同寺旦那� 仲 助�

亥五十才
忰

同寺旦那� 千代太�
同廿才

女房
同寺旦那� も ん�

同四十六才
母

同寺旦那� い し�
同六十七才

妹
同寺旦那� ふ ん�

同三十才
妹

同寺旦那� あ さ�
同十一才

同
同寺旦那� う め�

同四十二才
弟

同寺旦那� 与太郎�
同五才

〆八人内三人男
五人女

（浄土真宗後地村光善寺） 別株
９ 一 同宗 同寺旦那� 藤十郎�

弟 同三十才

女房
同寺旦那� よ そ�

同廿七才

〆二人内壱人男
壱人女

（〆書きがあり半分別の家の扱いだが、連続して書かれ、続柄が弟とある。別記と扱った。）

（１８６４年）
（浄土真宗後地村光善寺） 持高弐斗八合家持
８ 一同宗同寺旦那� 仲 助�

子五十才
忰

同寺旦那� 千代太�
同廿一才

妹
同寺旦那� も ん�

同四十七才
母

同寺旦那� い し�
同六十八才

幕末石見銀山領の同居別株からみた家制度 １１



然これより大きく、別記の別株を編入した場合、さらに大きく平均６．１９人にな

る。このように別株の存在する家はそうでない家に比べて当然規模が大きくな

るが、別株の制度が家成員規模の拡大を助長したといえるかどうかは疑問であ

る。

別株の寺檀関係を本株（別株の同居する戸主の家の方をこう呼ぶことにする）

の寺檀関係と対照させると、表７のように、別株２０４件のうち別宗派１１件、同宗

派別寺１３３件を合わせて、別寺は１４４件、７０．６％で極めて多い３）。「同一寺」で別

株であるものは４２件、別株総数の２０．６％で少数派であるが、別株が寺檀関係だ

けにとどまらないことを示している（史料３、史料４参照）。しかし、別株の多

くが寺檀関係に由来するものといってよい。

なお、別株の記載が「別記」であるものでは、別宗派であるものが１１．７％と

比較的多いが、別記では本株が見つからない（「不詳」）のものが多いため、実

際にはもっと別宗派が多いと見られる。実際、「本株不詳」の１９件のうち、小浜

村の６件および大森村の６件はそれぞれこれら２村に浄土真宗の宗門改帳が欠

妹
同寺旦那� ふ ん�

同三十一才
妹

同寺旦那� あ さ�
同十二才

女房
同寺旦那� う め�

同四十三才

〆八人内三人男
五人女

忰
同寺旦那� 与太郎�

（浄土真宗後地村光善寺） 仲助借家
９ 一 同宗 同寺旦那� 藤十郎�

子三十一才
女房

同寺旦那� よ そ�
同廿八才

〆二人内壱人男
壱人女

（仲助の女房はもんからうめに変化、〆八人の位置は誤って忰の前になっている。）
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けるために不詳となっているものと推定される。したがって、これらの本株が

すべて浄土真宗、別宗派とすると、別宗派は合計１１件５．４％でなく、２３件１１．３％

となり、同宗宗派寺と合わせて、別寺は１５６件、７６．５％になる。

３．２ 宗派

別株を宗派別にみると表８のように、浄土真宗が８０．９％であり、表９の銀山

領宗門改帳の全家数における浄土真宗の割合８３．６％とほぼ同じである。しかし、

より詳しく見るため、別株発生率（宗派別別株数／宗派別全家数）を計算すると、

浄土真宗において３．１％で、浄土宗（４．６％）や禅宗（３．９％）に比べてやや低い

ともいえる。

表５ 別株規模の分布

別株規模 総数 同記 別記
総数 ２０１ １２５ ７６
１ １１２ ５７ ５５
２ ６８ ５３ １５
３ １２ ９ ３
４ ６ ３ ３
５ ２ ２ ０
６ ０ ０ ０
７人 １ １ ０
平均規模 １．５８ １．７０ １．３９
別株が１戸に２つの場合が、規模２人６８件に
２件、規模３人１２件に１件含まれる。
別株が２つあるうちの１件は、別記の規模３
人の３件中に含まれる。

表６ 別株のある家の成員数と別記の
別株を含む成員数の別，家数

家成員（人） 記載のまま 別記の別株を編入
総数 １８２ １８２
１ ４ ０
２ １０ ６
３ ２８ ２５
４ １８ ２１
５ ２７ １９
６ ２８ ２９
７ ２０ ３０
８ ２３ ２５
９ １０ ９
１０ ６ ９
１１ ４ ５
１２ ２ ２
１３ ２ ２

平均（人） ５．７７ ６．１９

表７ 別株の寺檀関係と記載形式

寺檀関係 総数 同記 別記 総数 同記 別記
総 数 ２０４ １２７ ７７ １００．０ １００．０ １００．０
別 宗 派 １１ ２ ９ ５．４ １．６ １１．７
同宗派別寺 １３３ １０２ ３０ ６５．２ ８０．３ ３９．０
同 一 寺 ４２ ２３ １９ ２０．６ １８．１ ２４．７
本 株 不 詳 １９ ０ １９ ９．３ ０．０ ２４．７
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別株を持つ家（本株）の宗派の構成は表９のように、浄土真宗が９０．１％で、

その割合は表８の別株における割合８０．９％より高い。つまり、浄土真宗では、

他宗派を別株にもつものが多いことにより別株を持つ家の割合が高いという結

果であるといえる。

宗派別に寺檀関係を見ると、別株に占める「同一寺」の割合（表示なし）は、

禅宗で半数近い（７／１５）が、他のどの宗派でも約２０％（総数４２／２０４）である。

表８ 別株の宗派別，寺檀関係

宗派 総数 別宗派 別寺 同一寺 本株不詳 別株発生率（％）
総 数 ２０４ １００．０ １１ １３２ ４２ ７ ３．２
浄 土 真 １６５ ８０．９ １ １２９ ３０ ５ ３．１
浄 土 １９ ９．３ １２ ２ ４ １ ４．６
禅 １５ ７．４ ６ １ ７ １ ３．９

法 華 ５ ２．５ ４ １ ０ ２．７
小浜村の浄土３件、禅３件、大森町の浄土５件、法華１件は本株不詳であるが、すべて別宗派の浄土真
宗（宗門改帳欠如）とみなす。
宗派別別株発生率は、宗派別に別株数を表９の全家数で割ったもの。

表９ 宗派別に見た家数および別株のある本株数

宗派 別株のある本株数 全家数
総 数 １８２ １００．０ ６４７０ １００．０
浄 土 真 １６４ ９０．１ ５４０８ ８３．６
浄 土 ８ ４．４ ４１５ ６．４
禅 ８ ４．４ ３８３ ５．９

法 華 １ ０．５ １８５ ２．９
真 言 ０ ０．０ ７８ １．２

表８で浄土真宗と推定した本株不詳１２件は含まない。

表１０ 別株と本株の異なる宗派の組合せ

別株
本 株

総数 浄土 浄土真 真言
総 数 ２３ ２ ２０ １
浄 土 １２ － １２ ０
浄 土 真 １ ０ － １
禅 ６ １ ５ ０

法 華 ４ １ ３ ０
小浜村の浄土３件、禅３件、大森町の浄土５件、法華１件の本株不詳の
別株計１２件は、すべて本株が浄土真宗（宗門改帳欠如）と推定して、こ
こに含める。
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「別宗派」は浄土真宗では１件のみで、極めて少ないことが目立っている。「同

一寺」は別株の理由が寺檀関係ではないことを意味し、持高階層が高いことを

意味すると見られる。

「別寺」は逆に浄土真宗でのみ７８．２％（１２９／１６５）と多く、他宗派では少ない。

このような宗派間での寺檀関係の差が生まれるのは、浄土真宗は他宗派に受け

入れられていないこと、より的確には浄土真宗の側が他宗派である本株の別株

となることを避けている結果であるといえる。浄土真宗は同一宗派の「別寺」

として集中的に発生しているが、結果的には別株発生率は、先に述べたように、

他の宗派（法華を除く）より低い。

表１０は別株と本株が別宗派である場合２３件の宗派の組合せを示す。特徴的な

のは浄土真宗が別株として他宗派に受け入れられているのは真言宗への１件の

みである。逆に、他宗派では浄土真宗に受け入れられているものが多数である

ことである。なお、ここには、小浜村の浄土３件、禅３件、大森町の浄土５件、

法華１件の本株不詳の別株１２件は、すべて本株が浄土真宗（宗門改帳欠如）と

推定して、ここに含められている。もし、仮にこの１２件を除いても、浄土真宗

への集中度は低下するが、浄土真宗と他宗派との関係は変わらない。

以上の結果は銀山領の村々で浄土真宗が多数派であることと、浄土真宗が他

宗派門徒の別株となることを避けていることの２つの要因からもたらされてい

るものである。後者はおそらく、他宗派との婚姻を避けることによるものとみ

られる。また、浄土真宗では同宗派の別寺の別株になることも他宗派に比べれ

ば避けている。見方を変えると、石見銀山領では、他宗派徒や同宗派別寺の別

株となることを避けている浄土真宗が多数であることから別株の発生がやや押

さえられているものと考えられる。また、他宗派から見れば、多数派である浄

土真宗と婚姻関係をもっても別株を持つことによって、いく分でもその宗派を

維持しているといえ、他宗派にとっては別株が存続に働く。ただし、その発生

頻度は低い。
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３．３ 持高

別株には通常、持高が書かれていず、本株の世帯に包摂されていると考えら

れる。しかし、表１１のように本株とは異なる持高が記載されている別株も１５件４）

存在する。これらには比較的規模の大きいものもあり、合計１２２．４３１石、別株１

件当たり平均８．１６石にも上り、別株のある本株の持高を合計した４０３．１５石の３分

表１１ 持高別，別株数と別株発生率

持高（石） 別株のある家 別株の持高 総家数 別株発生率（％）
総 数 ２０１ １５ ６，４７０ ３．１
無 高 １０２ ０ ３，４５９ ２．９
１未満 ３７ ４ １，１９１ ３．１
１－５ ２５ ５ ９３２ ２．７
５－１０ ９ ２ ３４９ ２．６
１０＋ ９ ４ ２２７ ４．０
不 詳 １９ ０ ３１２ ６．１
持高計（石） ４０３．１５ １２２．４３１ ５２５．５８１ －
別株発生率は、本株の持高別家数に別株のある家数が占める割合。
別株の持高は本株と異なる持高が記載されているものについて。

表１２ 別株の持高別，別株の記載の有無

持高（１０－３石） 総数 なし あり
総 数 １５ １１ ４

３０ １ １
３７０ １ １
４８３ １ １
５６２ １ １
１０１５ １ １
１０２１ １ １
１９４８ １ １
３４５９ １ １
４６０２ １ １
５０５０ １ １
７５５０ １ １
１０６２８ １ １
１８５００ １ １
３１２１３ １ １
３６０００ １ １

「なし」は戸主とは別の持高を持つ成員で、別株の記載がないもの。

廣 嶋 清 志１６



の１近い持高となり、持高をもつ別株は、特殊な中上層であることがわかる５）。

別株を持つ家はすでに見たように全世帯（本株）６４７０軒に対して３．１％である

が、これを持高別に見ると、持高不詳を除外すると、１０石以上の無高における

発生率４．０％が最も多い。これ以外の持高では、別株発生率は３％内外でどの持

高でも大きく異ならないことが特徴的で、無高に特有のものとはいえない点は、

山岡（１９７２）の指摘するとおりである。

さきに寺檀関係を見たが、持高と寺檀関係の関係を見ると、上記１５件は１件

を除きすべて同一寺である。残る１件は同宗派別寺であるが、その家では本株

が０．４３石、別株が０．０３石で、別株に持高があるといっても無高に近い。つまり、

別株に持高があるものはほぼすべて同一寺で別株である理由は寺檀関係による

ものでないといってよい。この１５件中、４件のみが別株と記載され、１１件は記

載がなく（表１２）、持高の記載を見て我々が別株と判断したものである。このよ

うに別持高の別株は寺檀関係からの必然性はなく、持高の分割が存在理由と見

られる。

３．４ 性別・年齢・相続人

別株の筆頭人の性別は、表１３のように８０／２０４＝３９．２％が女性で、男性の方が

表１３ 別株筆頭人の性・年齢

年 齢 総 数 女 男 女 男
総 数 ２０４ ８０ １２４ １００．０ １００．０

３－９ １２ ４ ８ ５．０ ６．５
１０－１９ ３０ １０ ２０ １２．５ １６．１
２０－２９ ５０ １５ ３５ １８．８ ２８．２
３０－３９ ４１ １７ ２４ ２１．３ １９．４
４０－４９ ３１ １４ １７ １７．５ １３．７
５０－５９ １６ ７ ９ ８．８ ７．３
６０－６９ １２ ４ ８ ５．０ ６．５
７０－８６ ８ ６ ２ ７．５ １．６
不明 ４ ３ １ ３．８ ０．８
平均年齢 ３３．９ ３７．０ ３１．９
平均年齢は数え年の単純平均で、実年齢はそれぞれマイナス１歳。注６参照。
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６０．８％で多い。しかし、全家６４７０人の戸主のうち女性は５２０人（男性５９４３人）、

８．０％であるから、この戸主に比べれば、女性の割合ははるかに高いといえる。

別株の年齢は、３歳から８６歳までにわたっているが、２０代が最も多く、５０／２０４

＝２４．５％である。戸主についてみると（表なし）４０代が１７２４／６４７０＝２６．６％で、

戸主に比べて２０歳ほど年齢が若い方にずれる。実際、別株の平均年齢６）は３３．９歳

であるが、戸主についての平均年齢は４５．３歳で、１０歳あまり若い。

別株の年齢別割合は、男が２９歳以下で女より多いが、３０歳以上では女がおお

むね男より多い。実際、平均年齢は、女３７．０歳、男３１．９歳で、女の方が高い。こ

れは、戸主についての平均年齢が男女ともほとんど変わらない（女４５．２歳、男

４５．３歳）のと対照的である。

持高を持つ別株の筆頭人を性別に見ると、女性１人が３０×１０－３石（３升）を持

つが、あと１４人はすべて男性である（表１２参照）。

別株には「誰跡（目）（相続人）」との相続の記載がある場合がある。これは、

表１４のように、５０件、２４．５％である。男女別に見ると、女は３８．８％で、男１５．３％

の倍以上となっている。女が実家の誰かの相続人であることが男より多いよう

だ。なお、相続の記載の有無によって寺檀関係の違いはあまり大きくなく（表

省略）、寺檀関係と相続の記載との関係はないといえる。また、相続の記載があ

る別株に持高があるものは皆無で、この相続の内容は持高ではない。

寺檀関係を性別に見ると、表１５のように、別寺は女が男より多く７７．５％であ

表１４ 別株筆頭人の相続人の記載の
有無と性別

相続記載 総数 女 男
総 数 ２０４ ８０ １２４
あり ５０ ３１ １９
なし １５４ ４９ １０５
総 数 １００．０ １００．０ １００．０
あり ２４．５ ３８．８ １５．３
なし ７５．５ ６１．３ ８４．７

表１５ 別株筆頭人の寺檀関係と性別

寺檀関係 総数 女 男
総 数 ２０４ ８０ １２４
別 宗 派 １１ ４ ７
別 寺 １３２ ６２ ７０
同 一 寺 ４２ ５ ３７
不 詳 １９ ９ １０
総 数 １００．０ １００．０ １００．０
別 宗 派 ５．４ ５．０ ５．６
別 寺 ６４．７ ７７．５ ５６．５
同 一 寺 ２０．６ ６．３ ２９．８
不 詳 ９．３ １１．３ ８．１
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るが、同一寺はさきに見たように、

持高の分割という性格があり、男が

２９．８％で、女（６．３％）の５倍近い。

以上のように、同居別株の女性は、

ごく一部しか自己の石高を保持して

いなかったが、大多数が独自の寺檀

関係を持っていたことが特徴である。

３．５ 戸主との続柄

別株の続柄（本株戸主との）は、

表１６のように、書かれていない場合

が多く（〔１０６＋３８〕／２０４＝７０．６％）、

書かれている場合は６０件、２９．４％に

すぎない。しかし、多くの場合、戸

主との血縁がまったくなくて記載さ

れていないものとは考えられず、別

株の記載が優先されて戸主との続柄

が省略されたものと考えられる。こ

のため、たとえば、別株に女房と書

かれていなくても、子どもの存在な

どから女房と推定される場合がある。この場合、宗門改帳は婚姻関係を示す書

類としての機能を果たさないのであるが、なぜこのような記載がされるのか理

解に苦しむところである。別株の記載がそれほど重要なのであろうか。

続柄が書かれていない場合に、別株を含む家族構成と別株の年齢などによっ

て推定することはできるが確定することはできない。そこで推定によらず、記

載されたものによることにすると、別株は本株の戸主から見た直系の伜９件、

娘６件とともに傍系の弟６件、妹４件、甥８件、姪６件が同じ程度見られる。

女房も７件と比較的多い。

表１６ 別株筆頭人の戸主との続柄

続柄 総数 女 男
総数※ ６０ ２７ ３３ （１０６）
忰 ９ ９ （２７）
弟 ６ ６ （２０）
娘 ６ ６ （８）
女房 ７ ７ （７）
甥 ８ ８ （６）
妹 ４ ４ （８）
母 １ １ （７）
父 １ １ （６）
姪 ６ ６ （１）
兄 ２ ２ （２）
孫 （４）
姉 １ １ （２）
従弟 ２ ２ （１）
祖父 １ １ （１）
伯母 ２ ２
夫 （２）
養子 ２ ２
下男 １ １
叔父 １ １
叔母 （１）
祖母 （１）
伯父 （１）
聟 （１）
不詳 ３８ １５ ２３
別株２０４件のうち記載から明白なもの６０件を示す。
（ ）内は年齢、家族構成からの推定によるもの。
※総数には不詳を含まない。
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４．おわりに

幕末石見銀山領の宗門改帳に現れた別株の記載は、従来部分的に研究された

ことがあるが、今回、主として６３村６４７０軒の熊谷家宗門改帳から見いだされる

２０４例を分析することにより家制度としての別株について以下のようなことが分

かった。

別株は戸主とは別の寺檀関係を持つものが７６．５％と多数を占め、その存在は

寺檀関係との関係が強いといえるが、寺檀関係とは全く関係なく、持高分割目

的と見られるものも明らかに存在する。したがって、別株は異なる目的で設定

されたものが存在するといえる。これは別株が家制度であるから、家の持つ多

様な側面を反映しているものといえるだろう。別株への登場は女性よりも男性

の方が多いが、戸主となる場合と比較すれば、女性の登場は多い。女性の別株

は同一宗派の別寺を受け継ぐというものが７７．５％と圧倒的である。別寺との寺

檀関係を受け継ぐという形で、実家の継承がなされているものとみられる。こ

のとき姓が使われていたのかどうか確証がないが、この姓に代わる役割を寺檀

関係が持ち、家を表していたのかも知れない。

別株は、本来、村内構成員としての百姓株と同等の権利義務を持つ主体と考

えられる。しかし、その程度は様々であったと考えられる。なぜなら、詳しい

分析は別の機会に譲るが、熊谷家文書宗門改帳（１８６３、６４年）の村の対応する

年次の五人組帳は熊谷家文書には存在せず、１８６５、６６年のものになるが、これ

らを対比させると、別株が五人組の構成員としてほとんどそのまま登場する場

合と、ほとんど登場しない場合まで村によって様々である。

別株とは、幕末において独立して株を維持できなくなった家の構成員を他の

家の下人などの従属的地位に置くことなく、他の家との同居によって株として

の権利義務をある程度保持することを認め、他日における家の独立を期す制度

と考えられ、結果的に主要には、無高層の家の崩壊・消滅に対する救済策とし

ての意味を持ったが、本百姓層における家の中における株分割による権利義務

の強化による家の強化も進めたものといえる。別株はこのような家制度の一つ
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として、幕末期における人口増加となんらかの関連を有する可能性もあるが、

別株における家の動的な分析などによるその検討は今後の課題となる。
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【注】

１）忍原村の宗門改帳は、ほかに１８６６、６７、６８、６９年の４年次分が存在するが、未解読で
ある。

２）集計したのは熊谷家文書宗門改帳の（EAP村番号６３）温泉津村まで６３村・町で、９０畑
田村、９１吉浦村、９２波積南村、９３福光林村は含まれていない。

３）ここで別株とした同一家の別寺の家成員の存在は，従来，「半檀家」等として取り上
げられてきた（たとえば，森本２００６）。

４）これ以外に、別株に「無高」と記載されているもの６件がある。しかし、これらはた
またま記載されているものと考えられ、本株の持高に包摂されているという意味で他
の持高の記載されていない別株と同じとものと考えられるので、「別の持高を持つも
の」から除外した。

５）山岡（１９７２）も同一寺で持高を持つ別株の例２つ（B）を紹介している。この（B）
は同一寺であるが，他の例（A）（無高）は別寺かもしれない。この視点からの検討は
されていない。

６）ここでの平均年齢は、数え年年齢の単純平均で、実年齢（誕生からの年数）は観察年
の年央においてこれから１歳を減じたものである（廣嶋２００２）。数え年は整数であっ
て実数で表すのは不適切であるが、一般の慣習にならった。
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